
JP 4350094 B2 2009.10.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音響帰還系において取得される入力信号のサンプルから累算スペクトル情報を算出する
累算スペクトル解析手段と、
　前記入力信号のレベルが減衰する立ち下がり区間における前記累算スペクトル情報を繰
り返し取得して、各累算スペクトル情報から振幅スペクトルを各々算出し、各累算スペク
トル情報から算出される振幅スペクトルのピークの発生頻度を周波数毎に求めるとともに
、前記入力信号のレベルが増加する立ち上がり区間における前記累算スペクトル情報を繰
り返し取得して、各累算スペクトル情報から振幅スペクトルを各々算出し、各累算スペク
トル情報から算出される振幅スペクトルのピークの発生頻度を周波数毎に求め、立ち下が
り区間における周波数毎のピークの発生頻度と立ち上がり区間における周波数毎のピーク
の発生頻度とを比較し、立ち下がり区間において顕著な発生頻度を生じさせているピーク
の周波数をカラーレーション周波数として推定するカラーレーション周波数推定手段と
　を具備することを特徴とするカラーレーション検出装置。
【請求項２】
　前記累算スペクトル解析手段は、所定長の観測区間において１または複数の新たな入力
信号のサンプルが観測される毎に観測区間全体のスペクトル情報を算出し、算出したスペ
クトル情報を周波数軸を合わせて累算することにより累算スペクトル情報を生成すること
を特徴とする請求項１に記載のカラーレーション検出装置。
【請求項３】
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　前記累算スペクトル解析手段は、所定長の観測区間について、三角窓関数により、古い
サンプルに相対的に大きい重みを付与し、新しいサンプルに相対的に小さい重みを付与し
て、観測区間全体のスペクトル情報を算出し、この算出したスペクトル情報を累算スペク
トル情報として出力することを特徴とする請求項１に記載のカラーレーション検出装置。
【請求項４】
　音響帰還系において取得される入力信号のサンプルから累算スペクトル情報を算出する
累算スペクトル解析過程と、
　前記入力信号のレベルが減衰する立ち下がり区間における前記累算スペクトル情報を繰
り返し取得して、各累算スペクトル情報から振幅スペクトルを各々算出し、各累算スペク
トル情報から算出される振幅スペクトルのピークの発生頻度を周波数毎に求めるとともに
、前記入力信号のレベルが増加する立ち上がり区間における前記累算スペクトル情報を繰
り返し取得して、各累算スペクトル情報から振幅スペクトルを各々算出し、各累算スペク
トル情報から算出される振幅スペクトルのピークの発生頻度を周波数毎に求め、立ち下が
り区間における周波数毎のピークの発生頻度と立ち上がり区間における周波数毎のピーク
の発生頻度とを比較し、立ち下がり区間において顕著な発生頻度を生じさせているピーク
の周波数をカラーレーション周波数として推定するカラーレーション周波数推定過程と
　を具備することを特徴とするカラーレーション検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、音響帰還系において観測される音声波形からカラーレーションの発生を検
出する装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホール等の空間内にマイクとスピーカを配置し、マイクにより収音した音声をスピーカ
により拡声するように構成した拡声システムにおいては、スピーカによって拡声された音
が再びマイクによって収音される、いわゆる音響帰還系が構成され、ハウリングを生じる
ことがある。音響帰還系におけるハウリングを抑圧する従来の手法として、マイクの出力
信号を常時周波数分析して、振幅値が最大となる周波数（ピーク周波数）を検出し、検出
されたピーク周波数のゲインを下げる方法があった。なお、この種の技術は例えば特許文
献１および２に開示されている。
【特許文献１】特許第３１３４５５７号
【特許文献２】特開平８－２２３６８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上述したような単純なピーク検出に基づくハウリング抑圧方法では、ハウリ
ングによるピーク周波数の振幅が充分に成長しないと、音声自体のピークかハウリングに
よるピークかを明確に認識することができない。このため、速やかにハウリングを抑圧す
ることができないという問題があった。
【０００４】
　この発明は、以上説明した事情に鑑みてなされたものであり、音響帰還系においてハウ
リングの予兆であるカラーレーションの発生している周波数を迅速に捉え、速やかにハウ
リングを抑圧することを可能にする技術的手段を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　音源から発生した音が音響帰還系に導入された場合において、この音が音響帰還系の伝
達関数の極に相当する周波数のスペクトルを含んでいると、音響帰還系は、そのスペクト
ルに対して、いわば共振した状態となる。カラーレーションやハウリングは、このように
して発生する。本出願人は、音響帰還系においてハウリングが発生している場合にその周
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波数を求めるための手法に関して、特願２００５－４９８６８号を出願している。この出
願に開示された手法では、音響帰還系において観測される音声信号について、所定の観測
区間において新たな音声信号サンプルが観測される毎に観測区間全体の周波数特性を算出
し、これらの周波数特性を周波数軸を合わせて累算する。ここで、新たな音声信号サンプ
ルが観測される毎に算出される各周波数特性において、ハウリングを生じさせている周波
数成分は同相で現れるのに対し、それ以外の周波数成分はばらばらの位相で現れる。従っ
て、これらの各周波数特性を累算すると、ハウリングを生じさせている周波数成分が強調
された周波数特性が得られる。従って、この累算された周波数特性からハウリングを生じ
させている周波数成分を推定することができる。なお、以下では便宜上、このような複数
の周波数特性を累算した内容を持つ情報を累算スペクトル情報と呼ぶ。
【０００６】
　音響帰還系において取得される信号からこのような累算スペクトル情報を求めれば、こ
の累算スペクトル情報からハウリングの予兆であるカラーレーションの発生している周波
数を求めることができると考えられる。しかし、音響帰還系に対して、音源から音が導入
されるような状況では、カラーレーションを生じさせているスペクトルが音源からの音の
スペクトルによりマスクされ、累算スペクトル情報がその影響を受けるため、累算スペク
トル情報からカラーレーションの発生している周波数を求めるのは困難である。本願発明
は、特願２００５－４９８６８号に開示された発明に対して、この点に関する改良を加え
たものである。
【０００７】
　本願発明が提供するカラーレーション検出装置は、音響帰還系において取得される入力
信号のサンプルから累算スペクトル情報を算出する累算スペクトル解析手段と、前記入力
信号のレベルが減衰する立ち下がり区間における前記累算スペクトル情報を繰り返し取得
して、各累算スペクトル情報から振幅スペクトルを各々算出し、各累算スペクトル情報か
ら算出される振幅スペクトルのピークの発生頻度を周波数毎に求め、ピークの発生頻度の
高い周波数の中からカラーレーション周波数を推定するカラーレーション周波数推定手段
とを有する。
【０００８】
　このカラーレーション検出装置では、音源からの音の影響が少なく、カラーレーション
を生じさせているスペクトルの観測が容易な立ち下がり区間に着目し、立ち下がり区間に
おいて、累算スペクトル情報から得られる振幅スペクトルのピークの発生頻度を周波数毎
に求め、ピークの発生頻度の高い周波数の中からカラーレーション周波数を推定するよう
にしている。従って、音源から音が発生する状況においても、カラーレーションの発生し
ている周波数を迅速に捉えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照し、この発明の実施の形態を説明する。
　図１はこの発明の一実施形態であるカラーレーション検出装置１００を備えたハウリン
グ抑圧システムの構成を示すブロック図である。図１において、マイク１０とスピーカ１
２は、ホール等の同一空間内に配置されている。マイク１０は、楽器、歌唱者、話者等の
拡声音源１４から発生する音声を収音する。適応帯域フィルタ１６は、周波数特性の制御
が可能なフィルタである。マイク１０の出力信号は、この適応帯域フィルタ１６を通過し
た後、増幅器１８により増幅され、スピーカ１２により拡声される。このスピーカ１２に
より拡声された音の一部は、マイク１０に帰還されて再び収音される。
【００１０】
　マイク１０、適応帯域フィルタ１６、増幅器１８およびスピーカ１２からなる音響帰還
系では、ハウリングが発生し得るが、このハウリングの予兆として、マイク１０の出力信
号において特定の周波数のスペクトルが際立つカラーレーションが発生する。カラーレー
ション検出装置１００は、マイク１０の出力信号の解析を行うことにより、このカラーレ
ーションの発生している周波数（以下、「カラーレーション周波数」）を検出する装置で
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ある。表示装置２２は、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ等の画像表示装置であり、カラーレー
ション検出装置１００におけるマイク１０の出力信号の解析結果の表示を行う。制御部２
４は、カラーレーション検出装置１００からカラーレーション周波数に関する報告を受け
た場合に、適応帯域フィルタ１６におけるそのカラーレーション周波数での利得を低下さ
せる制御を行い、カラーレーションからハウリングへの進行を未然に回避する。
【００１１】
　図２は本実施形態によるカラーレーション検出装置１００の構成を示すブロック図であ
る。図２に示すように、カラーレーション検出装置１００は、累算スペクトル解析部１１
０と、カラーレーション周波数推定部１５０とを有している。
【００１２】
　累算スペクトル解析部１１０の構成に関しては、各種の態様がある。図３は、累算スペ
クトル解析部１１０の第１の態様である累算スペクトル解析部１１０Ａの構成を示すブロ
ック図である。この累算スペクトル解析部１１０Ａは、上述の特願２００５－４９８６８
号に開示されたものと同一の原理に従い、入力信号について累算スペクトル情報（特願２
００５－４９８６８号では「フーリエ変換結果の累算値ＡＲＳ［ｎ、ｋ］」）の算出を行
うものである。図３に示すように、累算スペクトル解析部１１０Ａは、Ａ／Ｄ変換器１１
１と、ＲＡＭ等により構成されるフレームバッファ１１２と、フーリエ変換部１１３と、
累算部１１４と、これらの制御を行う演算制御部１１５とを有している。
【００１３】
　演算制御部１１５は、一定周波数のサンプリングクロックをＡ／Ｄ変換器１１１に供給
する。Ａ／Ｄ変換器１１１は、マイク１０から出力されるアナログ音声信号を、演算制御
部１１５から供給されるサンプリングクロックによりサンプリングするとともにデジタル
化し、デジタル音声信号のサンプルを出力する。
【００１４】
　フレームバッファ１１２は、Ａ／Ｄ変換器１１１から順次出力されるサンプルを記憶す
るＮ個のエリアを有している。演算制御部１１５は、サンプリングクロックの周期のＮ倍
を１フレームとし、このフレームに同期して、Ａ／Ｄ変換器１１１から順次出力されるサ
ンプルのフレームバッファ１１２の各エリアへの書き込み制御を行う。
【００１５】
　さらに詳述すると、演算制御部１１５は、サンプリングクロックをカウントすることに
より、フレームの切り換わりを管理し、新たなフレームが開始されるときには、フレーム
バッファ１１２の初期化を行う。この初期化によりフレームバッファ１１２のＮ個のエリ
アには０が各々書き込まれる。そして、演算制御部１１５は、フレームにおいて最初のサ
ンプルがＡ／Ｄ変換器１１１から出力されたときには同サンプルをフレームバッファ１１
２内の最初のエリアに、２番目のサンプルが出力されたときは同サンプルを２番目のエリ
アへ、という具合に、フレーム内においてＡ／Ｄ変換器１１１から順次出力されるサンプ
ルをフレームバッファ１１２内のＮ個のエリアの各々に順次書き込む。そして、Ａ／Ｄ変
換器１１１から合計Ｎ個のサンプルが出力され、それらがフレームバッファ１１２のＮ個
のエリアに書き込まれ、フレームが終了して新たなフレームが開始されると、演算制御部
１１５は、再びフレームバッファ１１２を初期化し、同じ動作を繰り返すのである。以下
では、説明の便宜のため、第ｉフレームにおいて、フレームバッファ１１２のＮ個のエリ
アに格納されているサンプルをｘｉ（ｎ）（ｎ＝１～Ｎ）と表記する。
【００１６】
　フーリエ変換部１１３は、フレームバッファ１１２に格納されているＮ個のサンプルｘ
ｉ（ｎ）（ｎ＝１～Ｎ）のフーリエ変換を実行する装置である。演算制御部１１５は、１
個のサンプルがフレームバッファ１１２に書き込まれる度に、フーリエ変換部１１３に対
してフーリエ変換の実行指示を与える。累算部１１４は、フーリエ変換部１１３からフー
リエ変換結果が出力される度に、フーリエ変換結果の実数部および虚数部毎に周波数軸を
合わせて累算を行い、フレームが終了した段階におけるフーリエ変換結果の累算値を累算
スペクトル情報として出力する装置である。



(5) JP 4350094 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

【００１７】
　図４には、１フレーム内において累算スペクトル解析部１１０Ａにおいて行われる処理
の内容が示されている。この図４において、Ｘｒｅ（ｎ、ｋ）（ｎ＝１～Ｎ）はフーリエ
変換結果の実数部、Ｘｉｍ（ｎ、ｋ）（ｎ＝１～Ｎ）はフーリエ変換結果の虚数部、ｊは
虚数単位である。
【００１８】
　まず、フレームの開始点では、フレームバッファ１１２が初期化される。このとき、累
算部１１４は、フーリエ変換結果の実数部の累算値および虚数部の累算値を各々０に初期
化する。そして、フレームバッファ１１２の最初のエリアにフレームの最初のサンプルｘ
ｉ（１）が格納されると、フーリエ変換部１１３により第１回目のフーリエ変換が行われ
、フーリエ変換結果Ｘｒｅ（１、ｋ）＋ｊＸｉｍ（１、ｋ）が得られる。このとき、累算
部１１４は、フーリエ変換結果の実数部の累算値をＸｒｅ（１、ｋ）とし、虚数部の累算
値をＸｉｍ（１、ｋ）とする。
【００１９】
　次にフレームバッファ１１２内の最初のサンプルｘｉ（１）の後に２番目のサンプルｘ
ｉ（２）が追加され、フーリエ変換部１１３により第２回目のフーリエ変換が行われると
、フーリエ変換結果Ｘｒｅ（２、ｋ）＋ｊＸｉｍ（２、ｋ）が得られる。その際、累算部
１１４は、フーリエ変換結果の実数部の累算値にＸｒｅ（２、ｋ）を加え、虚数部の累算
値にＸｉｍ（２、ｋ）を加える。
【００２０】
　以下同様であり、累算スペクトル解析部１１０Ａでは、新たなサンプルｘｉ（ｎ）がフ
レームバッファ１１２内に追加される度に、その時点におけるフレームバッファ１１２内
のＮ個のサンプル（初期化により書き込まれた値が０のサンプルも含む）のフーリエ変換
が行われ、フーリエ変換結果の実数部の累算および虚数部の累算が行われるのである。そ
して、累算スペクトル解析部１１０は、フレームが終了した段階におけるフーリエ変換結
果の累算値を累算スペクトル情報として出力する。この累算スペクトル情報は、Ｎ回に亙
るフーリエ変換結果の実数部の累算値Ｘｒｅ（１、ｋ）＋……＋Ｘｒｅ（Ｎ、ｋ）を実数
部とし、虚数部の累算値Ｘｉｍ（１、ｋ）＋……＋Ｘｉｍ（Ｎ、ｋ）を虚数部とする複素
数である。
【００２１】
　累算スペクトル解析部１１０Ａは、フレーム毎に、以上の処理を実行して累算スペクト
ル情報を算出し、算出した累算スペクトル情報と、そのフレーム内において発生したマイ
ク１０の出力信号のサンプルｘｉ（ｎ）（ｎ＝１～Ｎ）をカラーレーション周波数推定部
１５０に供給する。
【００２２】
　図５は累算スペクトル解析部１１０の第２の態様である累算スペクトル解析部１１０Ｂ
の構成を示すブロック図である。この累算スペクトル解析部１１０Ｂは、所定長の観測区
間について、古いサンプルに相対的に大きい重みを付与し、新しいサンプルに相対的に小
さい重みを付与して、観測区間全体のスペクトル情報を算出し、この算出したスペクトル
情報を累算スペクトル情報として出力するものである。この例において、累算スペクトル
解析部１１０Ｂは、サンプル列に対する重み付けのための手段として三角窓関数を用いる
。図５に示すように、累算スペクトル解析部１１０Ｂは、Ａ／Ｄ変換器１１６と、シフト
レジスタ１１７と、窓掛け部１１８と、フーリエ変換部１１９と、これらを制御する演算
制御部１２０とを有している。
【００２３】
　第１の態様と同様、演算制御部１２０は、サンプリングクロックをＡ／Ｄ変換器１１６
に供給する。Ａ／Ｄ変換器１１６は、このサンプリングクロックによりマイク１０の出力
信号をサンプリングするとともにデジタル化し、デジタル信号であるサンプルを出力する
。シフトレジスタ１１７は、Ｎ段のシフトレジスタであり、Ａ／Ｄ変換器１１６から出力
されるマイク１０の出力信号のサンプルを取り込んで順次シフトする。窓掛け部１１８は
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、演算制御部１２０から窓掛け処理の指示が与えられたとき、１からＮまで順次１ずつ増
加するＮ個の三角窓関数値をシフトレジスタ１１７内の最も新しいサンプルから最も古い
サンプルまでのＮ個のサンプルに各々乗算する。フーリエ変換部１１９は、演算制御部１
２０からフーリエ変換の指示が与えられたとき、窓掛け部１１８による窓関数値の乗算を
経たＮ個のサンプルについてフーリエ変換を行い、その結果を累算スペクトル情報として
出力する。
【００２４】
　この第２の態様において、窓掛け部１１８による窓関数値の乗算処理を経たＮ個のサン
プルからなるサンプル列は、上記第１の態様において、Ｎ回のフーリエ変換の各々の対象
となったＮ個のサンプル列を時間軸を合わせて加算した内容となる。すなわち、第１の態
様では、Ｎ個のサンプル列のフーリエ変換を各々行い、各フーリエ変換結果を加算して累
算スペクトル情報を算出しているのに対し、第２の態様では、同じＮ個のサンプル列を時
間軸を合わせて加算し、その結果得られるサンプル列のフーリエ変換を行って、累算スペ
クトル情報を算出する。フーリエ変換は線形変換であるから、処理対象である１フレーム
分のサンプル列が同じであれば、第１の態様においても第２の態様においても、同じ累算
スペクトル情報が得られる。
【００２５】
　第２の態様において、演算制御部１２０は、所定個数の新たなサンプルがシフトレジス
タ１１７に入力される毎に、窓掛け処理の指示およびフーリエ変換の指示を窓掛け部１１
８およびフーリエ変換部１１９に与える。第２の態様では、この窓掛け処理の指示および
フーリエ変換の指示の発生する周期がフレームとなる。従って、第２の態様では、フレー
ムの長さを、フーリエ変換に用いるサンプル列（シフトレジスタ１１７に格納されるサン
プル列）の時間長よりも短くし、累算スペクトル情報を短い時間間隔で出力することが可
能である。
　以上が本実施形態における累算スペクトル解析部１１０の詳細である。
【００２６】
　累算スペクトル解析部１１０により得られる累積スペクトル情報は、マイク１０の出力
信号がカラーレーションを生じさせているスペクトルを含んでいる場合にそのスペクトル
を強調した内容となる。従って、単なるフーリエ変換結果に比べれば、累算スペクトル情
報はカラーレーションが発生している場合にカラーレーション周波数を見つけるのに役立
つ。
【００２７】
　しかしながら、図１に示すように、音響帰還系において拡声音源１４からの音がマイク
１０により収音される状況では、音響帰還系を循環しているカラーレーションのスペクト
ルがマイク１０により収音される拡声音源１４からの音のスペクトルによりマスクされる
。従って、このような状況では、マイク１０の出力信号について累算スペクトル情報が得
られたとしても、この累算スペクトル情報に基づいてカラーレーションが発生している周
波数を正確に判定するのは困難である。
【００２８】
　そこで、本実施形態によるカラーレーション検出装置１００では、この問題を解決する
ための手段として、図１に示すカラーレーション周波数推定部１５０が設けられている。
このカラーレーション周波数推定部１５０は、立ち下がり区間解析部１５１と、立ち上が
り区間解析部１５２と、総合判定部１５３とを有している。ここで、立ち下がり区間解析
部１５１は、マイク１０の出力信号のエネルギーが減衰する区間である立ち下がり区間に
おいて累算スペクトル解析部１１０から得られる累算スペクトル情報を解析し、カラーレ
ーション周波数を推定するための判断資料となる情報を作成する。ここで、立ち下がり区
間を対象として累算スペクトル情報を解析するのは次の理由によるものである。
【００２９】
　まず、カラーレーション周波数は、音響帰還系の伝達関数、すなわち、音響帰還系のイ
ンパルス応答により決定される。そして、マイク１０の出力信号には、音響帰還系のイン
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パルス応答が畳み込まれている。ここで、マイク１０の出力信号をエネルギーが増大する
立ち上がり区間とエネルギーが減衰する立ち下がり区間に分けた場合、立ち上がり区間で
は、最近発生した音の成分が過去のインパルス応答成分をマスクしている。このため、立
ち上がり区間では、インパルス応答全体の影響を把握するのが困難である。一方、立ち下
がり区間では、過去のインパルス応答成分がマスクされにくい。そこで、立ち下がり区間
解析部１５１は、立ち下がり区間において累算スペクトル解析部１１０から得られる累算
スペクトル情報を対象とし、この累積スペクトル情報から、カラーレーション周波数の推
定のための判断資料となる情報を作成するのである。
【００３０】
　立ち下がり区間を捉えるため、立ち下がり区間解析部１５１は、フレーム毎に、累算ス
ペクトル解析部１１０内のＡ／Ｄ変換器１１１から出力されたＮ個のサンプルｘｉ（ｎ）
（ｎ＝１～Ｎ）のエネルギーを算出する。そして、エネルギーのフレームの推移に対する
勾配を判定し、勾配が負である区間を立ち下がり区間と判定する。
【００３１】
　そして、立ち下がり区間解析部１５１は、このようにして立ち下がり区間であると判定
した区間において、複数回に亙って累算スペクトル解析部１１０から累算スペクトル情報
を繰り返し取得する。そして、累算スペクトル情報毎に、振幅スペクトルが他に比べて優
勢なピークとなる上位所定個数の周波数を求める。そして、立ち下がり区間解析部１５１
は、周波数毎に、優勢なピークの発生頻度を求め、ヒストグラム情報として出力するので
ある。このヒストグラム情報が示すヒストグラムにおいて、優勢なピークの発生頻度の高
い周波数はカラーレーション周波数である可能性が高い。従って、本実施形態では、この
ヒストグラム情報がカラーレーション周波数の推定のための判断資料として利用される。
【００３２】
　立ち上がり区間解析部１５２は、立ち下がり区間解析部１５１とは異なり、立ち上がり
区間において累算スペクトル解析部１１０から得られる累算スペクトル情報を解析するこ
とにより周波数毎に優勢なピークの発生頻度を表すヒストグラム情報を作成する。累算ス
ペクトル情報からヒストグラム情報を作成するための方法は、立ち下がり区間解析部１５
１におけるヒストグラム情報の作成方法と同様である。
【００３３】
　総合判定部１５３は、立ち下がり区間解析部１５１から出力されるヒストグラム情報と
立ち上がり区間解析部１５２から出力されるヒストグラム情報とを比較することにより、
カラーレーション周波数の推定を行う装置である。立ち下がり区間解析部１５１から出力
されるヒストグラム情報が示すヒストグラムにおいて、優勢なピークの発生頻度の高い周
波数はカラーレーション周波数である可能性が高いが、拡声音源１４から出力された音の
成分の周波数である場合もあり得る。総合判定部１５３は、立ち下がり区間解析部１５１
から出力されるヒストグラム情報に基づいてカラーレーション周波数を推定するが、その
際に、拡声音源１４から出力された音の成分の周波数を誤ってカラーレーション周波数と
推定するのを回避するため、立ち上がり区間解析部１５２から出力されるヒストグラム情
報を参酌する。なお、この総合判定部１５３が行う判断については本実施形態の動作説明
において具体例を挙げて説明する。
【００３４】
　次に本実施形態の動作例を説明する。なお、以下説明する動作例では、カラーレーショ
ン検出装置１００における累算スペクトル解析部１１０として、第２の態様である累算ス
ペクトル解析部１１０Ｂが用いられている。
【００３５】
　図１において、マイク１０の出力信号は適応帯域フィルタ１６に入力される一方、カラ
ーレーション検出装置１００に入力される。カラーレーション検出装置１００における累
算スペクトル解析部１１０Ｂでは、フレーム毎に、過去蓄積したマイク１０の出力信号の
サンプル列から累算スペクトル情報を生成するための処理が行われる。累算スペクトル解
析部１１０Ｂでは、順次算出される累算スペクトル情報から振幅スペクトルが求められ、
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表示装置２２によりその表示が行われる。
【００３６】
　図６（ａ）（ｂ）は、この累算スペクトル解析部１１０Ｂの動作例を示すものである。
この例では、図１に示す構成において、拡声音源１４から雑音を短時間発生し、この雑音
をマイク１０に収音させ、カラーレーション検出装置１００を動作させている。図６（ａ
）はその際のマイク１０の出力信号波形を示している。図６（ｂ）は、図６（ａ）に示す
マイク１０の出力信号をカラーレーション検出装置１００の累算スペクトル解析部１１０
Ｂに与えた場合において、累算スペクトル解析部１１０Ｂが順次出力する累算スペクトル
情報の絶対値である振幅スペクトルを求め、その振幅スペクトルを記録したものである。
【００３７】
　図６（ｂ）において、横軸は拡声音源１４による雑音発生からの経過時間、縦軸は周波
数となっており、これらの横軸および縦軸からなる座標系において白くなっている箇所は
、累算スペクトル情報から得られた振幅スペクトルを示している。この図６（ａ）におい
て横軸と平行に長く延びている白線部分は、高い頻度で繰り返し現れる同一周波数の振幅
スペクトルの存在を表わしている。このような振幅スペクトルは、カラーレーションを生
じさせている振幅スペクトルであると考えてよい。雑音発生開始から間もない区間では、
この振幅スペクトル以外にも、広い帯域に亙って振幅スペクトルが観測される。これらの
広い帯域に亙って分布している振幅スペクトルは、拡声音源１４から出力された雑音の成
分である。雑音発生開始から間もない区間は、このような拡声音源１４から出力された成
分が観測されるため、カラーレーション周波数の推定には不向きである。しかし、拡声音
源１４による雑音の発生が止み、マイク１０の出力信号のレベルが減衰すると、カラーレ
ーションを生じさせているスペクトル以外のスペクトルが減少する。従って、マイク１０
の出力信号のレベルが減衰する区間は、カラーレーション周波数の推定に適しているとい
える。
【００３８】
　カラーレーション周波数推定部１５０における立ち下がり区間解析部１５１は、フレー
ム毎に、立ち下がり区間の累算スペクトル情報からヒストグラム情報を作成するためのル
ーチンを実行する。図７はこのルーチンの処理内容を示すフローチャートである。
【００３９】
　まず、第ｉフレームが終了した場合、立ち下がり区間解析部１５１は、第ｉフレームに
おいて累算スペクトル情報を算出するための処理対象となったサンプルｘｉ（ｎ）（ｎ＝
１～Ｎ）を累算スペクトル解析部１１０Ｂから取得し（ステップＳＡ１）、それらのサン
プル値の２乗を加算することにより第ｉフレームにおけるマイク１０の出力信号のエネル
ギーを求める（ステップＳＡ２）。次に立ち下がり区間解析部１５１は、第ｉフレームま
での所定数フレームについて求めたエネルギーのフレーム番号に対する回帰直線を求め、
この回帰直線の勾配が負であるか否かにより、第ｉフレームが立ち下がり区間に属するか
否かを判断する（ステップＳＡ３）。この判断結果が「ＮＯ」である場合、カウンタＮＮ
の値を０とし（ステップＳＡ９）、フレーム番号ｉを１だけインクリメントし（ステップ
ＳＡ１０）、このルーチンを終了する。
【００４０】
　第ｉフレームが立ち下がり区間に属し、ステップＳＡ３の判断結果が「ＹＥＳ」となる
場合には、立ち下がり区間解析部１５１の処理はステップＳＡ４に進む。このステップＳ
Ａ４において、立ち下がり区間解析部１５１は、第ｉフレームにおける累算スペクトル情
報の絶対値である振幅スペクトルを周波数毎に算出し、周波数軸上における振幅スペクト
ルの分布を求める。そして、この振幅スペクトルの分布において、他のピークよりも優勢
なピークの数が所定値Ｋより少ないか否か（言い換えれば、その振幅スペクトルの分布が
Ｋ個よりも少ない数の優勢なピークを含んでいるか否か）を判断する。
【００４１】
　このステップＳＡ４の判断結果が「ＮＯ」である場合には、上述したステップＳＡ９、
ステップＳＡ１０を実行してこのルーチンを終了する。一方、ステップＳＡ４の判断結果
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が「ＹＥＳ」である場合には、第ｉフレームの累算スペクトル情報から得られた振幅スペ
クトルの分布において、優勢な第１番目から最大Ｋ－１番目までのピークの周波数（ピー
ク周波数）をピーク周波数レジスタＰｋ（ｉ）（ｋ＝１～Ｋ－１）に格納し、カウンタＮ
Ｎの値を１だけインクリメントする（ステップＳＡ５）。ここで、優勢なピークとは、全
てのピークをそれらの中の最大値により正規化した場合において、正規化されたピーク値
が所定の閾値以上となるものを意味する。次にカウンタＮＮの値が所定値Ｉに到達したか
否かを判断し（ステップＳＡ６）、この判断結果が「ＮＯ」である場合にはフレーム番号
ｉを１だけインクリメントし（ステップＳＡ１０）、このルーチンを終了する。
【００４２】
　その後の各フレームにおいて、ステップＳＡ３の判断結果が「ＹＥＳ」、ステップＳＡ
４の判断結果が「ＹＥＳ」となる場合には、そのフレームにおける累算スペクトル情報か
ら得られる優勢なピークのピーク周波数がレジスタＰｋ（ｉ）（ｋ＝１～最大Ｋ－１）に
格納され、カウンタＮＮの値がインクリメントされる（ステップＳＡ５）。そして、カウ
ンタＮＮの値が所定値Ｉに到達し、ステップＳＡ６の判断結果が「ＹＥＳ」になると、立
ち下がり区間解析部１５１の処理はステップＳＡ７に進む。
【００４３】
　ここで、例えば第ｉａフレームから第ｉｂ（＝ｉａ＋Ｉ－２）フレームまで、Ｉ－１フ
レーム連続してステップＳＡ３およびＳＡ４の判断結果が「ＹＥＳ」となり、第ｉｂフレ
ームにおいてステップＳＡ６の判断結果が「ＹＥＳ」になったとする。この場合、ステッ
プＳＡ６を介してステップＳＡ７に進んだ時点では、それまでの連続したＩ－１フレーム
において得られたピーク周波数がレジスタＰｋ（ｉ）（ｋ＝１～最大Ｋ－１、ｉ＝ｉａ～
ｉｂ）に格納されている。そこで、立ち下がり区間解析部１５１は、レジスタＰｋ（ｉ）
（ｋ＝１～最大Ｋ－１、ｉ＝ｉａ～ｉｂ）に格納されたピーク周波数を調べ、各フレーム
における各ピーク周波数をフレーム間で対応させ、各フレームにおける各ピーク周波数が
フレーム間で同一であるとみなせるか否か、より具体的にはフレーム間でのピーク周波数
のずれが許容範囲ＢＷ内に収まっているか否かを判断する。
【００４４】
　このステップＳＡ７の判断結果が「ＮＯ」である場合、立ち下がり区間解析部１５１は
、ステップＳＡ９およびＳＡ１０を実行し、このルーチンを終了する。一方、ステップＳ
Ａ７の判断結果が「ＹＥＳ」である場合は、立ち下がり区間解析部１５１の処理はステッ
プＳＡ８に進む。
【００４５】
　このステップＳＡ８では、ステップＳＡ７までの処理結果に基づいて、ヒストグラム情
報を更新する。さらに詳述すると、立ち下がり区間解析部１５１は、周波数毎のピークの
発生頻度を示すヒストグラム情報を記憶している。なお、初期状態において、このヒスト
グラム情報における周波数毎のピークの発生頻度は０になっている。そして、ステップＳ
Ａ８では、この周波数毎のピークの発生頻度を示すヒストグラム情報において、ステップ
ＳＡ７においてフレーム間の周波数ずれが許容範囲内であることが確認された各ピーク周
波数に対応したピークの発生頻度を増加させる操作を行うのである。このステップＳＡ８
の処理を終えると、立ち下がり区間解析部１５１は、ステップＳＡ１０を実行し、このル
ーチンを終了する。
【００４６】
　立ち上がり区間解析部１５２は、フレーム毎に、立ち上がり区間の累算スペクトル情報
からヒストグラム情報を作成するためのルーチンを実行する。図８はこのルーチンの処理
内容を示すフローチャートである。図８において、ステップＳＢ１～ＳＢ１０は、基本的
には図７におけるステップＳＡ１～ＳＡ１０と対応している。
【００４７】
　この立ち上がり区間解析部１５２の処理内容（図８）と立ち下がり区間解析部１５１の
処理内容（図７）との実質的な相違点は次の点のみである。すなわち、立ち下がり区間解
析部１５１は、ステップＳＡ３においてフレームが立ち下がり区間に属するか否かを判断
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し、フレームが立ち下がり区間に属する場合にステップＳＡ４以降の処理を実行したが、
立ち上がり区間解析部１５２は、ステップＳＢ３においてフレームが立ち上がり区間に属
し、かつ、そのフレームにおけるサンプル列のエネルギーが閾値ＥＣよりも大きい場合に
ステップＳＢ４以降の処理を実行する。立ち上がり区間解析部１５２の処理において、サ
ンプル列のエネルギーが閾値ＥＣより大きいことがステップＳＢ４以降の処理の実行のた
めの条件となっているのは、暗騒音等の影響を回避して、ヒストグラム情報を作成するた
めである。
　以上が、各フレームにおいて、立ち下がり区間解析部１５１および立ち上がり区間解析
部１５２により実行される各処理の内容である。
【００４８】
　図９および図１０は以上説明した立ち下がり区間解析部１５１および立ち上がり区間解
析部１５２の各処理において処理対象となる各種の信号の波形を例示するものである。図
９および図１０において、左側の欄にある上下４個の波形図は、連続した４個のフレーム
の各々において累算スペクトル解析部１１０Ｂの処理対象となったサンプル列の波形を各
々示している。また、図９および図１０において、中央の欄にある上下４個の波形図は、
同じ４個のフレームの各々において累算スペクトル解析部１１０Ｂの処理対象となったサ
ンプル列のサンプル値の２乗値の波形およびサンプル値の２乗値から求めたエネルギーの
時間推移に対する回帰直線を各々示している。また、図９および図１０において、右側の
欄にある上下４個の波形図は、同じ４個のフレームの各々において累算スペクトル情報か
ら求められた振幅スペクトルの周波数軸上における分布を各々示している。
【００４９】
　図９に示す例では、４個の連続したフレームは立ち下がり区間に属しており、サンプル
列のエネルギーの回帰直線の勾配は負となっている。従って、これらのフレームにおいて
得られる累積スペクトル情報（図９の右側欄の振幅スペクトルを参照）は、立ち下がり区
間解析部１５１が実行するステップＳＡ４以降の処理の対象となる。また、図１０に示す
例では、４個の連続したフレームは立ち上がり区間に属しており、サンプル列のエネルギ
ーの回帰直線の勾配は正となっている。従って、これらのフレームにおいて得られる累積
スペクトル情報（図１０の右側欄の振幅スペクトルを参照）は、立ち上がり区間解析部１
５２が実行するステップＳＢ４以降の処理の対象となる。
【００５０】
　さて、立ち下がり区間の各フレームにおいて、入力サンプル列から累算スペクトル情報
を算出し、この累積スペクトル情報から周波数軸上における振幅スペクトルの分布を求め
ると、同一周波数において高い頻度で孤立したピークが発生する場合がある。図９の例で
は、２．３ｋＨｚ付近にこのような孤立したピークが発生している。一方、立ち上がり区
間になると、図１０に示すように、立ち下がり区間において観測された２．３ｋＨｚ付近
のピークはなくなっている。このように立ち下がり区間において、高い頻度で現れる同一
周波数を持った振幅スペクトルのピークは、カラーレーションによるものである可能性が
高い。そこで、総合判定部１５３は、以上説明した立ち下がり区間解析部１５１から出力
されるヒストグラム情報と立ち上がり区間解析部１５２から出力されるヒストグラム情報
とを比較することにより、カラーレーション周波数を推定する。
【００５１】
　ここで、図１１を参照し、総合判定部１５３が行うカラーレーション周波数の推定方法
について説明する。図１１において、左側の欄にある上下２個のヒストグラムは、立ち下
がり区間解析部１５１により求められたヒストグラムの例を示すものであり、右側の欄に
ある上下２個のヒストグラムは、立ち上がり区間解析部１５２により求められたヒストグ
ラムの例を示すものである。また、図１１において、上段の２個のヒストグラムは、図１
に示す構成において、スピーカ１２を非動作状態とし、帰還をなくした状態において得ら
れたものであり、下段の２個のヒストグラムは、スピーカ１２を動作状態とし、帰還が働
く状態において得られたものである。
【００５２】
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　音響帰還系において帰還が働かない状態では、図１１の上段の２つのヒストグラムを比
較すると分かるように、カラーレーション検出装置１００への入力信号が立ち下がり区間
のものであろうと立ち上がり区間のものであろうと、累算スペクトル情報から得られる振
幅スペクトルのピークのヒストグラムには顕著な差は現れない。しかし、音響帰還系にお
いて帰還が働いている状態では、カラーレーションが発生しているときに、図１１の下段
に示すように、立ち下がり区間において得られるヒストグラムと立ち上がり区間において
得られるヒストグラムとの間に顕著な差が生じる。図１１に示す例で説明すると、左下の
ヒストグラム（立ち下がり区間）では、２．３ｋＨｚ付近にピークの発生頻度が高くなっ
ている周波数がある。これは前掲図９に例示したようなカラーレーション時に高い頻度で
発生する孤立したピークの周波数である。しかし、右下のヒストグラム（立ち上がり区間
）にはこの２．３ｋＨｚ付近におけるピークの発生頻度の高まりがない。そこで、総合判
定部１５３は、立ち下がり区間解析部１５１および立ち上がり区間解析部１５２により求
められた各ヒストグラムを比較し、立ち下がり区間のみにおいて高い頻度を記録している
ピークの周波数をカラーレーション周波数と推定するのである。
【００５３】
　図１における制御部２４は、このようにして推定されたカラーレーション周波数に関す
る報告をカラーレーション検出装置１００から受け取り、そのカラーレーション周波数に
おけるゲインを低下させるよう適応帯域フィルタ１６の周波数特性の制御を行う。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、音響帰還系において取得される入力信号の
うちカラーレーションの成分の観測が容易な立ち下がり区間の信号に着目し、この立ち下
がり区間の入力信号の累積スペクトル情報から得られる振幅スペクトルのピークの発生頻
度を周波数毎に求め、ピークの発生頻度の高い周波数の中からカラーレーション周波数を
推定するようにしているので、カラーレーション周波数を迅速かつ容易に求めることがで
きる。また、本実施形態によれば、立ち下がり区間において累算スペクトル情報から得ら
れる振幅スペクトルのピークの発生頻度を周波数毎に求めることに加えて、入力信号のレ
ベルが増加する立ち上がり区間において累算スペクトル情報から得られる振幅スペクトル
のピークの発生頻度を周波数毎に求め、立ち下がり区間における周波数毎のピークの発生
頻度と立ち上がり区間における周波数毎のピークの発生頻度とを比較し、立ち下がり区間
において顕著な発生頻度を生じさせているピークの周波数をカラーレーション周波数とし
て推定するようにしている。従って、カラーレーション周波数を正確に求めることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】この発明の一実施形態によるカラーレーション検出装置を含むハウリング抑圧シ
ステムの構成を示すブロック図である。
【図２】同カラーレーション検出装置の構成を示すブロック図である。
【図３】同カラーレーション検出装置における累算スペクトル解析部の第１の態様の構成
を示すブロック図である。
【図４】同累算スペクトル解析部の処理内容を示す図である。
【図５】同カラーレーション検出装置における累算スペクトル解析部の第２の態様の構成
を示すブロック図である。
【図６】同累算スペクトル解析部の動作例を示す図である。
【図７】同カラーレーション検出装置における立ち下がり区間解析部の処理内容を示すフ
ローチャートである。
【図８】同カラーレーション検出装置における立ち上がり区間解析部の処理内容を示すフ
ローチャートである。
【図９】同立ち下がり区間解析部の処理対象である各種の信号波形を例示する図である。
【図１０】同立ち上がり区間解析部の処理対象である各種の信号波形を例示する図である
。
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【図１１】同カラーレーション検出装置の総合判定部におけるカラーレーション周波数の
推定方法を説明する図である。
【符号の説明】
【００５６】
１００……カラーレーション検出装置、１１０，１１０Ａ，１１０Ｂ……累算スペクトル
解析部、１５０……カラーレーション周波数推定部、１５１……立ち下がり区間解析部、
１５２……立ち上がり区間解析部、１１１，１１６……Ａ／Ｄ変換器、１１５，１２０…
…演算制御部、１１２……フレームバッファ、１１３，１１９……フーリエ変換部、１１
４……累算部、１１７……シフトレジスタ、１１８……窓掛け部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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